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第１号
対象事業者

（指定団体、生乳販売業者等）

指定事業者
（１又は２以上の都道府県
の区域で集乳を拒否しない

事業者）

乳業
メーカー

消費者

第２号対象事業者＝乳業に直接生乳を販売する酪農家

第１号対象事業者＝生乳を集めて乳業に販売する事業者

第３号対象事業者＝乳製品を加工販売する酪農家

１８ 改正畜産経営安定法における生乳流通

○ 畜産物の需給の安定などを通じた畜産経営の安定等を図ることを目的に、加工原料乳生産者補給金制度が
規定されていた暫定措置法を廃止し、畜産経営の安定に関する法律を改正して、恒久的な制度として新たに
位置付け。

○ 対象事業者（第１号～第３号対象事業者）は、年間販売計画を提出し、基準を満たしていると認められれば、
加工に仕向けた量に応じて生産者補給金等が交付。

○ 令和５年度(2023年度)は、道内で延べ26事業者に対し、約299万トンの生産者補給金交付対象数量を配分。
○ 条件不利地域における集送乳が、今後も安定的かつ確実に行われるよう、集乳を拒まない対象事業者を

指定し、集送乳調整金を交付。北海道は、ホクレン農業協同組合連合会を指定事業者として指定。

【生乳流通のイメージ】
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■（株）明治 西春別工場
・ 脱脂粉乳、バター、脱脂濃縮乳等

■雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ（株）大樹工場
・ チーズ等

■雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ（株）なかしべつ工場
・ チーズ等

道 南
7万トン

■札幌近郊では飲用牛乳
の製造工場が集中

雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ（株）札幌工場、
(株)明治 恵庭工場
新札幌乳業（株）、
（株）ミルクの郷、
北海道保証牛乳（株）、
（株）北海道酪農公社、
倉島乳業（株）等多くの工場が立地

■（株）明治 十勝工場
・ チーズ、生クリーム、

脱脂濃縮乳等

■雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ（株）幌延工場
・ 脱脂粉乳、バター

■（株）明治 稚内工場
・ 脱脂粉乳、バター、脱脂濃縮乳

■よつ葉乳業（株） 北見工場
・ 脱脂粉乳、バター等

１９ 道内の乳業工場

○ 道内には、数多くの乳業工場（大手４社：18工場、その他：283工場 ※令和４年度（2022年度）末時点）が立地。
○ 道東・道北の酪農主産地には、バター、脱脂粉乳、チーズ、生クリーム等の乳製品を製造する大規模工場が

立地しており、札幌や旭川、函館、帯広等の都市近郊には飲用牛乳を製造する工場が立地。
○ ほくれん丸等による生乳の道外移出も行われており、令和４年度(2022年度)は約35万トンを移出。

■よつ葉乳業（株）根釧工場
・ 脱脂粉乳、生クリーム、飲用等

■雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ（株）
磯分内工場

・ 脱脂粉乳、バター、
生クリーム等

■雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ（株）別海工場
・ 脱脂粉乳、バター、脱脂濃縮乳等

茨城県
日立港へ

■（株）明治 本別工場
・ 生クリーム、脱脂濃縮乳等注１：生乳概ね６万t以上の受入工場

注２：令和４年度ホクレン受託乳量

道 北
55万トン

根 釧
137万トン

十 勝
130万トン

オホーツク
60万トン

■北海道乳業（株）
・ 脱脂粉乳、全脂加糖練乳、

生クリーム、飲用等

■タカナシ乳業（株） 北海道工場
・ 脱脂粉乳、バター、チーズ、

生クリーム等

■十勝浦幌森永乳業（株）
・ 全粉乳、生クリーム等
■森永乳業(株)十勝工場
・ 飲用

■ナチュラルチーズ製造施設数

163施設※が立地。

（うち、①乳業会社（年間生乳処理量
1,000㌧以上）18施設、②手づくり工房
（年間生乳処理量1,000㌧未満）132施
設、③学校等13施設）

※ 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に基づく
承認または届出数（令和4年度末時点）

２0

■よつ葉乳業（株） 十勝主管工場
・ 脱脂粉乳、バター、生クリーム、

脱脂濃縮乳、チーズ、飲用等

■森永乳業（株） 別海工場
・ 脱脂粉乳、バター、チーズ

■北海道日高乳業（株）
・ 脱脂粉乳、バター、生クリーム等

■森永乳業（株） 佐呂間工場
・ 脱脂粉乳、バター、 生クリーム、脱脂濃縮乳

■よつ葉乳業（株） 宗谷工場
・ 全粉乳等

道 央
14万トン



２０ 生乳の道外移出量及び産地パックの推移

○ 都府県の生乳生産量は減少傾向であり、特に飲用向けの需要期である夏季～秋季を中心に、都府県での
生乳不足が常態化している。

○ こうした都府県の飲用向け需要を補うため、北海道から都府県への生乳や産地パックでの移出が増加し、
令和４年度（2022年度）には、生乳・産地パックの合計で約89万トンが移出されている。

390 373 331 324 325 339
401

455 493 529 543
486 482

282 354
352 339 360

383

394
393

409
394

410
418 418

0

200

400

600

800

1000

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4

道外移出量 産地パック（飲用牛乳）

（千トン）

２1
資料：「農林水産省牛乳乳製品統計」（令和４年４月以降は速報値）
注：産地パックは、比重を1.03として算出。
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○ 令和４年(2022年)の全国の肉用牛の農業産出額7,912億円に対して、北海道は1,203億円で15.2％と全国２位。
○ 本道の牛枝肉生産量は、増加傾向にあり、令和４年(2022年)で96千トンで、乳用種が92％を占めている。

２２

H12年 17 22 27 30 Ｒ1 2 3 4

全国 4,564 4,730 4,639 6,886 7,416 7,482 6,863 7,662 7,912

北海道 538 646 559 972 1,016 1,049 960 1,131 1,203

シェア 11.8% 13.7% 12.1% 14.1% 13.7% 14.0% 14.0% 14.8% 15.2%
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（億円） 農業産出額（肉用牛）の推移

鹿児島1,228 

北海道 1,203 億円

（15.2％）

宮崎 826 

熊本 452 
岩手 275 

その他都府県

3,928 

肉用牛の農業産出額の都道府県別内訳（令和４年）

【全国：7,912億円】

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

〔単位：億円〕

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

Ⅲ 肉用牛

１ 北海道における肉用牛の位置付け

Ｈ27年 28 29 30 Ｒ1 2 3 4

北海道 90 91 91 91 92 93 95 96

全国 481 463 469 475 471 477 478 491

75
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95

100

（千トン） 北海道の牛枝肉生産量の推移

資料：農林水産省「食肉流通統計」
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○ 肉用牛の飼養戸数は、減少傾向にあり、令和５年（2023年）で2,180戸、一方飼養頭数は、増加傾向にあり、
566,400頭となっている。

○ １戸当たり飼養頭数は、令和５年（2023年）で259.8頭であり、平成22年（2010年）と比較して1.5倍に増加してお
り、全国平均69.6頭の3.7倍となっている。

○ 品種別頭数では、黒毛和種や交雑種が増加傾向にあるが、ホルスタイン種などの乳用種は減少傾向。

２３

２ 肉用牛の飼養動向

資料：農林水産省「畜産統計」
注：ホル他乳用種は、ホルスタイン種などの乳用種。交雑種は乳用種との交雑種。

資料：農林水産省「畜産統計」
注：乳用種戸数は、飼養戸数のうち乳用種のいる戸数

肉用牛の肉用種・乳用種別の飼養頭数の推移（北海道）肉用牛の飼養戸数及び１戸当たり頭数の推移（北海道）

黒毛和種

（頭）（頭／戸）（戸）

ホル他
乳用種

交雑種

その他
肉用種

飼養
戸数

うち
乳用種
戸数

１戸当たり
飼養頭数

肉用種

乳用種

区 分 Ｈ17年 22 27 R1 2 3 4 5

黒毛和種 115,000 190,900 160,800 181,500 188,700 192,200 193,900 202,900

その他肉用種 12,000 9,400 7,800 7,200 7,300 7,300 7,300 7,200

交雑種 94,100 109,600 121,400 139,600 146,700 165,100 176,500 186,400

ホル他乳用種 226,600 228,700 215,200 184,500 182,000 171,600 175,600 169,900

飼養頭数 計 447,700 538,600 505,200 512,800 524,700 536,200 553,300 566,400

区 分 Ｈ17年 22 27 R1 2 3 4 5

飼養戸数 3,050 3,020 2,620 2,560 2,350 2,270 2,240 2,180

（乳用種戸数） 1,170 1,030 958 935 892 871 821 845

飼養頭数／戸 146.8 178.3 192.8 200.3 223.3 236.2 247.0 259.8



専業経営

43.4%

水田複合

1.1%

畑作複合

6.9%

酪農複合

47.6%

その他

1.1%

複合経営

56.6%

専業経営

49.7%

水田複合

7.7%

畑作複合

27.6%

酪農複合

7.4%

その他

7.6%

複合経営

50.3%

子牛生産,

1,400戸, 75.5%

肥育用牛飼養,

70戸 , 3.8%

育成牛飼養, 

17戸, 0.9%

その他の飼養, 

368戸, 19.8%

肉用種の飼養状態別飼養戸数（令和４年）

■ 乳用種（交雑種を含む）の飼養状態別飼養戸数（令和４年(2022年)）
○ 育成牛飼養が7.0％、肥育牛飼養が20.0％、その他の飼養（一貫経営等）が73.0％を占めている。
○ 経営形態別の割合では、専業経営が43.4％、複合経営が56.6％となっており、複合経営の内訳では、酪農や

畑作との複合が主体となっている。
■ 肉用種の飼養状態別飼養戸数（令和４年(2022年)）
○ 子牛生産が75.5％を占めており、広大な飼料基盤を生かした子取り繁殖経営が主体となっている。
○ 子取り繁殖経営の経営形態別では、専業経営が49.7％、複合経営が50.3％となっている。

３ 肉用牛の飼養状態別飼養戸数

資料：農林水産省「畜産統計」
※統計数値は四捨五入されているため、合計と内訳が一致しない場合がある。 資料：北海道農政部調べ ２４

【全道 385戸】

【全道 1,860戸】

【参考】乳用種・交雑種経営の経営形態別飼養戸数割合 （令和４年）

【参考】肉用種のうち子取り繁殖経営の経営形態別飼養戸数割合 （令和４年）

育成牛飼養
27戸 7.0%

肥育牛飼養
77戸 20.0%

その他の飼養

281戸 73.0%

乳用種の飼養状態別飼養戸数（令和４年）

資料：北海道農政部調べ


